
申請に対する処分の審査基準 

許認可等の名称：農地の転用の許可 

根拠法令・条項：農地法（昭和２７年法律第２２９号）第５条 

処分の概要：農地を農地以外のものにする場合かつ所有権を移転する場合に許可を得るも

の。 

標準処理期間：約４週間 

 

農地法第５条第１項の許可に当たっては，立地基準と一般基準の両方を満たしているかを

審査する。 

 

立地基準 
申請に係る農地を営農条件及び周辺の市街地化の状況からみて区分

し，その区分に応じて許可の可否を判断する基準 

一般基準 
農地転用の確実性や周辺農地への被害等を予防する措置の妥当性など

を審査する基準 

 

１ 立地基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 内容 備考 

（１）農用地区域内

農地 

東海農業振興地域整備計画において，農用

地等として利用すべき土地として定められ

た土地の地域（農用地区域）内にある農地 

原則不許可 

（２）第１種農地 

良好な営農条件を備えている農地 

ア おおむね１０ｈa 以上の規模の一団

の農地の区域内になる農地 

イ 土地改良事業等の施行に係る区域内

にある農地 

ウ 傾斜，土性その他の自然的条件から

みてその近傍の標準的な農地を超え

る生産をあげることができると認め

られる農地 

原則不許可 

（３）第２種農地 

第３種農地の区域に近接する区域，その他

市街地化が見込まれる区域内にある農地及

びその他の農地 

ア 相当数の街区を形成している農地 

イ 以下の施設の周囲おおむね５００ｍ 

周辺の他の土地で

代替できる場合

は，不許可 

 



 

 

 以内の区域にある農地 

(ア) 鉄道の駅，軌道の停車場又は船舶

の発着場 

(イ) 村役場 

(ウ)その他，上記に類する施設 

ウ  住宅が連たんしている区域に近  

接する区域内にある農地の区域で，

その規模がおおむね１０ha 未満で

ある農地 

 エ 他のいずれの要件にも該当しない農

地（農業公共投資の対象となってい

ない小集団の生産性の低い農地） 

 

（４）第３種農地 

市街地の区域内又は市街地化の傾向が著し  

い区域内にある農地 

 ア 以下の(ア)，(イ)両方を満たしてい

る農地 

(ア) 水管，下水管又はガス管のうち２

種類以上が埋設されている道路

の沿道の区域内であって，容易に

これらの施設の便益を享受する

ことができる農地 

(イ) おおむね５００ｍ以内に２以上

の教育施設，医療施設，その他の

公共施設又は公益施設が存する

農地 

 イ 以下の施設の周囲おおむね３００ｍ

以内の区域にある農地 

(ア)鉄道の駅，軌道の停車場又は船舶

の発着場 

(イ)高速自動車道等の出入口 

(ウ) 村役場 

(エ) その他，上記に類する施設 

ウ 住宅が連たんしている区域内にある

農地 

エ 街区の面積に占める宅地の面積の割

原則許可 



合が４０％を超えている区域内にあ

る農地 

オ 都市計画法第８条第１項第１号に規

定する用途地域が定められている区

域内にある農地 

カ 土地区画整理法第２条第１項に規定

する土地区画整理事業等の施行に係

る区域内にある農地 

 

２ 一般基準 

審査事項 内容 備考 

（１）申請目的の実

現の確実性 

ア 転用を行うのに必要な資力及び信用

があると認められること 

 (ア)資金計画 

   必要な資金調達の見込みがある

か。（融資証明書，残高証明書等で

確認） 

 (イ)申請適格 

   申請者が自然人である場合は，法

律上行為能力を有する者であるこ

と。 

  (ウ)過去の実績 

   過去に許可を受けた転用事業が，

特別な理由がないにもかかわらず

完了していない場合，また，転用目

的と異なる施設の用に供している

場合などは，信用がないものとし

て，新たな許可は認めない。 

 

イ 転用行為の妨げとなる権利を有する

ものの同意を得ていること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

賃借権，抵当権，仮

登記等。 

賃借の場合，耕作

者の同意，合意解

約の届出等が必要 



ウ 許可後，遅滞なく申請に係る用途に

供する見込みがあること 

 

エ 行政庁の免許，許可，認可等の処分

の見込みがあること 

  (ア)都市計画法 

(イ)盛土条例 

(ウ)農振法 

(エ)道路法 

(オ)その他関係法令 

 

オ 農地以外の土地と一体で利用する場

合，その土地が申請目的に利用でき

る見込みがあること 

 

カ 農地の面積が事業目的からみて適正

であること 

 

※なお，転用面積 3,000 ㎡以上の申請

については，別途，茨城県農業会議へ

の諮問を要する。 

 

 

 

キ 土地造成のみの転用の場合，該当項

目に合致していること 

 

ク 申請者が法人である場合には，転用

事業の内容が法令又は定款等に定め

られた目的又は業務の範囲に適合す

ること 

 

ケ 申請に係る農地に代えて周辺の他の

土地を供することでは，事業の目的

を達成することができないと認めら

れること 

原則１年以内 

 

 

都市計画法の開発

許可については，

農地転用と相互に

関係する場合が多

いため，同時に許

可を受ける必要が

ある。 

 

 

 

 

 

原則，自己用住宅

の場合は 500 ㎡以

内，農家住宅の場

合は 1,000㎡以内。 

その他，土地利用

計画等から，申請

面積の妥当性を審

査。 

 

原則，造成のみの

転用は不許可。 

 

定款又は法人登記

簿で確認。 

 

 

 

市街化区域内の土

地や農地以外の土

地等とも比較検討

すること。 



（２）周辺農地の営

農条件への支障 

 ア 土砂の流出，崩壊のほか，ガス，粉

じん，鉱埋の発生等のおそれがない

こと 

 

 イ 農業用用排水施設の機能に支障を及

ぼすおそれがないこと 

 

 ウ 集団的に存在する農地を蚕食し，又

は分断するおそれがないこと。 

 

  

 

 

 

 

エ 日照，通風等に支障を及ぼすおそれ

がないこと 

 

 オ 農道，ため池その他の農地の保全又

は農業利用上必要な施設の有する機

能に支障を及ぼすおそれがないこ

と。 

 

土留め，ブロック

等，必要な防除措

置を講ずること。 

 

 

 

 

一体的な営農の支

障となるほか，分

筆により過少残地

となった場合な

ど，耕作放棄地と

なるおそれがある

ため。 

（３）一時転用 

 ア 一時転用の許可期間が，必要最小限

度の期間であること 

農地への復元期間

を含む。 

農用地区域内農地

の場合 3 年，それ

以外の農地の場

合，必要性が認め

られるものについ

ては，3 年を超え

5 年を限度とす

る。 

 

 



３ 不許可の例外規定 

第１種農地の不許可の例外は，以下に示すとおりである。 

土地収用法第２６条第１項の規定による告示に係る事業の用に供する場合 

仮設工作物の設置，その他一時的な利用に供する場合で，その必要性があること 

農業用施設，農畜産物処理加工施設・販売施設を設置する場合 

都市住民の農業体験・地域間交流施設を設置する場合 

農業従事者の就業機会の増大に寄与する施設（雇用協定・雇用計画）を設置する場合 

農業従事者の良好な生活環境を確保する施設を設置する場合 

住宅等の周辺住民の日常生活・業務上必要な施設を集落接続で設置する場合 

代替性の確認 

 
候補地が選定されており，事業の目的・必要性からみてその候補地選定が妥当であるこ
と 

 候補地間の検討がなされており，その結果が妥当であること 

病院・療養所その他の医療事業の用に供する施設や，火薬庫・火薬類の製造施設及びそれ
らに類する施設で市街地設置困難施設する場合 

特別な立地を必要とする事業を実施する場合 

  

調査研究 

土石その他の資源の採取 

水産動植物の養殖用施設その他これに類するもの 

国道，県道の沿道区域での流通業務，休憩所，給油所その他これに類する施設 

既存施設の拡張（拡張面積は既存施設の敷地面積の１/２までが上限） 

欠くことのできない通路等 

主として第１種農地以外の土地を使用する場合（第１種の合計が１/３以内） 



公益性が高い事業に該当する場合 

 

土地収用法該当事業 

森林法第２５条の目的（保安林）指定 

 地すべり等防止法等による家屋建設等 

 

非常災害の応急措置 

非農用地区域に設定された区域の転用 

工場立地法に基づく施設 

 

中小企業基盤整備機構が実施する業務 

集落地域整備法に基づく集落地区施設，建築物等の整備 

優良田園住宅の建設の促進に関する法律に従って行われる優良田園住宅の建設 

農用地土壌汚染対策地域内の農用地，特定有害物質による汚染に起因し農畜産物の流
通が著しく困難，かつ，土地利用の状況から転用することが適当と認められる事業 

農用地土壌汚染対策地域内の農用地，特定有害物質による汚染に起因し農畜産物の流
通が著しく困難，かつ，土地利用の状況から転用することが適当と認められる事業 

地域整備法，その他地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画に従って行われる
もの 

その他地域の農業の振興に関する地方公共団体の計画に従って行われるもの 

 

４ その他  

 【許可後の進捗・完了報告】 

   農地転用の許可を受けた後は，許可に係る工事が完了するまでの間，本件許可の日

から３か月後及びその１年ごとに工事の進捗状況を報告すること。許可に係る工事が

完了したときは，速やかに，事業完了報告書を農業委員会に提出すること。 

 



５ 関係法令・通知等 

・農地法第５条第２項（昭和２７年法律第２２９号） 

 ・農地法施行令第１１条、第１２条、第１３条、第１４条、第１５条（昭和２７年 政

令第４４５号）  

・農地法施行規則第５４条、第５５条、第５６条、第５７条、第５７条 の２、第５７

条の３（昭和 ２７年農林省令第７９号） 

 ・農地法関係事務に係る処理基準について  

別紙１ 第７ 法第５条関係の１、２（平成１２年６月１日１２構改 B 第４０４号農

林水産事務 次官通知）  

・農地法関係事務処理要領の制定について  

別紙１  第４ 農地又は採 草放牧地の転用の関係の１（平成２１年１２月１１日２１

経営第４６ ０８号、２１農振第１５９９号農林水産省経営局長、農林水産省農村 振

興局長通達） 

 ・「農地法の運用について」の制定について  

別添 第２ 農地又は採 草放牧地の転用の４、５（平成２１年１２月１１日２１経営

第４５３ ０号、２１農振第１５９８号農林水産省経営局長、農村振興局長通達） 

 ・農地法の施行について 第４条関係（昭和２７年１２月２０日２７農 地第５１２９号

農林事務次官通達） 

 


